
事業承継・財務
会計事務所のためのコンサルティング手法セミナー

事業承継税制、特例承継計画を活用したビジネス展開

事業承継税制の改正により、2018 年 4 月以降の特例措置の活用には「特例承継計画」が必須になりました。

さらにこの計画策定は「認定支援機関」のみが支援できるようになっています。今回のセミナーでは、この制度を活用した

事業承継コンサルティングならびに、事業承継をより円滑に効果的に進める最新の財務コンサルティング事例をお伝えします。

財務 MAS 業務につながる

講 演

「経営承継コンサルティング」
の事業化手法

講師： 税理士法人 SS 総合会計 税理士 鈴木 宏典 氏

認定支援機関の会計事務所だからできる

講 演

「事業承継支援、財務支援の最前線」
講師： 株式会社エフアンドエム

士業コンサルティング事業本部 本部長 荒井 伸介 氏

講 演 相続シミュレーションシステム「smile」のご案内
講師： 日本ビズアップ株式会社

無料
参加費

2019 年 　　　月　　　 日（水）10 23 14 時 00 分～ 17 時 00 分（13 時 30 分開場）

ウインクあいち 1308 号 JR 名古屋駅桜通口から徒歩 5 分

事務所名 参加者名

TEL FAX

▼ ＦＡＸ ０５２ｰ２１９ｰ５６０６ ▼
お問い合わせは

日本ビズアップ株式会社 中部支社 TEL：052ｰ219ｰ5605 

日時：

会場：


